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概要説明 

 

英国のＥＵからの離脱に伴い、欧州共同体商標・意匠として入力していた案件を英国出願へ移行させる作業 

を行うためのツールの説明です。対象となるのは以下の４つのケースです。 

 

・EM意匠 

・EM商標 

・EMを指定国にもつ国際意匠 

・EMを指定国又は事後指定にもつマドプロ商標 

 

ＫEMＰＯＳでは欧州共同体意匠及び商標は以下の国及び出願種別で入力されている事を前提としています。 

（国） 

国ID：８ 

国コード：EM 

国名：欧州連合知的財産庁 

 

（出願種別） 

830：EM意匠 

831：EM意匠_WO（扱いは830：EM意匠と同じです）。国際意匠経由で EMで独自に管理しているものです。 

840：EM商標 

841：EM_MP商標（扱いは840：EM商標と同じです）。マドプロ経由で EMで独自に管理しているものです。 

 

①意匠 

 

・830(EM意匠)で作成している欧州共同体意匠で登録済のもの 

→新規に英国出願意匠(1330:GB意匠)を作成し、そちらで管理する。 

・830(EM意匠)で作成している欧州共同体意匠で未登録(継続中)のもの 

→新規に英国出願意匠(1330:GB意匠)を作成し、2021/1/1から９カ月後のGB再出願期限を設定する。 

 

・330(WO意匠)で作成している国際意匠で指定国に EM(国ID=8)があり、で登録済のもの 

→1330:新規に英国出願意匠(1330:GB意匠)を作成する。 

・330(WO意匠)で作成している国際意匠で指定国に EM(国ID=8)があり、で未登録(係属中)のもの 

→新規に英国出願意匠(1330:GB意匠)を作成し、2021/1/1から９カ月後のGB再出願期限を設定する。 
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②商標 

・840(EM商標)で作成している欧州共同体商標で登録済のもの 

→新規に英国出願商標(1341:GB商標/新)を作成し、そちらで管理する。 

・840(EM商標)で作成している欧州共同体商標で未登録(継続中)のもの 

→新規に英国出願商標(1341:GB商標/新)を作成し、2021/1/1から９カ月後のGB再出願期限を設定する。 

 

・340(MP商標)で作成しているマドプロ商標で指定国又は事後指定に EM(国ID=8)があり、で登録済のもの 

→新規に英国出願商標(1341:GB商標/新)を作成する。 

・340(MP商標)で作成している国際商標で指定国又は事後指定に EM(国ID=8)があり、で未登録(係属中)のもの 

→新規に英国出願商標(1341:GB商標/新)を作成し、2021/1/1から９カ月後のGB再出願期限を設定する。 
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１－１．EM意匠で未登録のもの 

・EM意匠です。日本出願を優先権主張しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・変換ツール。 

 EM意匠、EM商標、EMを指定国又は事後指定としているマドプロ商標、EMを指定国としている国際意匠で 

 消滅していないものが検索対象となります。 

 「検索」ボタンで検索します。 

 「登録」ボタンで、これらを元にした GB案件を新規に作成します。 

 新規の GB案件の整理番号は元の整理番号に「-GB」を付加したものとなります。 
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・登録後の各案件 

 先ほどの「D201127-1EM」です。 

 「D201127-1EM-GB」が関連出願にファミリーとして追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・EM意匠を元に新規作成された GB意匠です。 

 関連出願にはファミリーで元の EM意匠が追加されています。 

 未登録の案件ですので、GB再出願期限が 2021/1/1から９カ月後の日付で設定されています。 
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１－２．EM意匠で登録済のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登録の入力で存続期限と同日で「存続延長期限」が設定されます。 

 年金期限の設定は行いません。 
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・変換ツール。 

 EM意匠、EM商標、EMを指定国又は事後指定としているマドプロ商標、EMを指定国としている国際意匠で 

 消滅していないものが検索対象となります。 

 「検索」ボタンで検索します。 

 「登録」ボタンで、これらを元にした GB案件を新規に作成します。 

 新規の GB案件の整理番号は元の整理番号に「-GB」を付加したものとなります。 

 ※手動で元の整理番号に-GBを付けた出願台帳を作成している場合出願台帳は作成されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登録後の各案件 

 先ほどの「D202227-2EM」です。 

 「D202227-2EM-GB」が関連出願にファミリーとして追加されています。 
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・EM意匠を元に新規作成された GB意匠です。 

 関連出願にはファミリーで元の EM意匠が追加されています。 

 登録済の案件ですので、以下の情報はそのまま引き継がれています。 

 「出願日」「登録日」「登録番号」「存続期限」 

 EM意匠にはない「納付年」「年金期限」については、新たに設定しています。 

 年金期限：元の EM意匠の存続期限をセット。 

 納付年：元の EM意匠の存続期限と出願日の差分をセット。 
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２－１．EM商標で未登録のもの 

・EM商標です。日本出願を優先権主張しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・変換ツール。 

 EM意匠、EM商標、EMを指定国又は事後指定としているマドプロ商標、EMを指定国としている国際意匠で 

 消滅していないものが検索対象となります。 

 「検索」ボタンで検索します。 

 「登録」ボタンで、これらを元にした GB案件を新規に作成します。 

 新規の GB案件の整理番号は元の整理番号に「-GB」を付加したものとなります。 
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・新規追加後の各案件 

 先ほどの「T202227-1EM」です。 

 「T201127-1EM-GB」が関連出願にファミリーとして追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・EM商標を元に新規作成された GB商標です。 

 関連出願にはファミリーで元の EM商標が追加されています。 

 未登録の案件ですので、GB再出願期限が 2021/1/1から９カ月後の日付で設定されています。 
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２－２．EM商標で登録済のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・変換ツール。 

 詳細は、これまでの説明のとおりです。 

 T201127-2EMがヒットしています。 
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・登録後の各案件 

 先ほどの「T201127-2EM」です。 

 「T201127-2EM-GB」が関連出願にファミリーとして追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・EM商標を元に新規作成された GB商標です。 

 関連出願にはファミリーで元の EM商標が追加されています。 

 登録済の案件ですので、以下の情報はそのまま引き継がれています。 

 「出願日」「登録日」「登録番号」「存続期限」「更新期限開始」「更新期限終了」 
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３－１．EMを指定国に含む国際意匠（未登録） 

・EMを指定国に含む国際意匠は、移行の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・変換ツール。 

 詳細は、これまでの説明のとおりです。 

 D201127-3-WOがヒットしています。 
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・GB追加登録後の各案件 

 先ほどの「D201127-3-WO」です。 

 「D201127-3-WO-GB」が関連出願にファミリーとして追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・EMを指定国に含む国際意匠を元に新規作成された GB意匠です。 

 関連出願にはファミリーで元の国際意匠が追加されています。 

 未登録の案件ですので、GB再出願期限が 2021/1/1から９カ月後の日付で設定されています。 
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３－２．EMを指定国に含む国際意匠（登録済） 

・EMを指定国に含む国際意匠は、移行の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・変換ツール。 

 詳細は、これまでの説明のとおりです。 

 D201127-4-WOがヒットしています。 
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・GB追加登録後の各案件 

 先ほどの「D201127-4-WO」です。 

 「D201127-4-WO-GB」が関連出願にファミリーとして追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・EMを指定国に含む国際意匠を元に新規作成された GB意匠です。 

 関連出願にはファミリーで元の国際意匠が追加されています。 

 納付年・年金期限はそのまま継承されています。 

 存続期限は国際意匠では出願日から 30年で設定されていますが、英国意匠は 25年ですので、出願日から 25年に 

 変更されています。 
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４－１．EMを指定国に含むマドプロ商標（未登録） 

・EMを指定国又は事後指定に含むマドプロ商標は、移行の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・変換ツール。 

 詳細は、これまでの説明のとおりです。 

 T201127-3-MPがヒットしています。 
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・GB追加登録後の各案件 

 先ほどの「T201127-3-MP」です。 

 「T201127-3-MP-GB」が関連出願にファミリーとして追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・EMを指定国に含むマドプロ商標を元に新規作成された GB商標です。 

 関連出願にはファミリーで元のマドプロ商標が追加されています。 

 未登録の案件ですので、GB再出願期限が 2021/1/1から９カ月後の日付で設定されています。 
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４－２．EMを指定国に含むマドプロ商標（登録済） 

・EMを指定国又は事後指定に含むマドプロ商標は、移行の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・変換ツール。 

 詳細は、これまでの説明のとおりです。 

 T201127-4-MPがヒットしています。 
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・登録後の各案件 

 先ほどの「T201127-4-MP」です。 

 「T201127-4-MP-GB」が関連出願にファミリーとして追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・EMを指定国に含むマドプロ商標を元に新規作成された GB商標です。 

 関連出願にはファミリーで元のマドプロ商標が追加されています。 

 登録済の案件ですので、以下の情報はそのまま引き継がれています。 

 「出願日」「登録日」「登録番号」「存続期限」「更新期限開始」「更新期限終了」 
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・事後指定の案件 

 事後指定の案件の場合、関連出願画面の出願日に事後指定日を入力しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事後指定日を入力した状態でツールを使用すると、イギリス商標の出願日には事後指定日が反映され、 

 「存続期限」「更新期限開始」「更新期限終了」について事後指定日を起算日として期限が設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


